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令和７年１１月６日 （木）に国道８号能生小泊駐車帯において、特殊車両・

過積載車両の合同取締りを糸魚川警察署と実施しました。

取締りの結果は以下のとおりです。

今後も引き続き現地取締りを行うことで、道路構造物の保全や重大事故の

防止に努めてまいります。

の う こどまり

い と い が わ

【今回の合同取締りの結果】

取締り実施台数 ： ３台 うち違反指導を行った車両 ： １台

（違反指導の内訳）

・道路法に基づく特殊車両取締り 措置命令（軽減措置） １台

・道路交通法に基づく過積載車両の取締り ０台

(特殊車両の通行に関すること）

国土交通省北陸地方整備局高田河川国道事務所

道路管理第一課長 諏訪部 宏文（すわべ ひろふみ） 電話 ０２５－５２３－３１３６（代表）

（過積載に関すること）

新潟県 糸魚川警察署 交通課

交通課長 柳 昭平（やなぎ しょうへい） 電話 ０２５－５５２－０１１０（代表）



特殊車両を通行させる場合は、「特殊車両通行確認制度」または
従来の「特殊車両通行許可制度」をご利用ください

一般的制限値車両の諸元

２．５メートル幅

１２．０メートル長さ

３．８メートル （高さ指定道路は４．１メートル）高さ

２０．０トン （重さ指定道路は２５．０トン）総重量

重さ

１０．０トン軸重

隣り合う車軸の軸距が１．８メートル未満 １８．０トン※
隣接軸重

隣り合う車軸の軸距が１．８メートル以上 ２０．０トン

５．０トン輪荷重

１２．０メートル最小回転半径

※但し、隣り合う車軸の軸距が１．３メートル以上、かつ、隣り合う
車軸の軸重がいずれも９．５トン以下のときは１９トン

道路は一定の構造基準により造られています。そのため、道路法では道路の構造を守り、
交通の危険を防ぐため、道路を通行する車両の大きさや重さの最高限度を定めています。
この最高限度のことを「一般的制限値」といいます。（道路法第47条第1項、車両制限令第3条）

「特殊車両」とは、道路法で定められている車両制限値を1つでも超える車両をいいます。

これらの制限値を

１つでも超える車両
は特殊車両であり

「通行確認」または
「通行許可」が必要
です！

「特殊車両」は通行確認または通行許可が必要です


